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(57)【要約】
【課題】配管工事終了後においても、各階毎に排水管の
漏洩試験を実施可能とした排水管の漏洩試験方法及び治
具を提供すること。
【解決手段】上方の作業口Ｇから引き込み治具１を下方
の作業口Ｉまで挿入垂下させ、該下方の作業口Ｉで収縮
状態の下側閉塞具２を連結して排水管Ｂ内の漏洩試験区
域の下端位置まで引き込み、その位置で膨張させて排水
管Ｂの漏洩試験区域の下端を閉塞させ、閉塞後、前記引
き込み治具１を上方の作業口Ｇから操作して下端閉塞具
２から外し、上方の作業口Ｇから引き出し、次に、上方
の作業口Ｇから収縮状態の上側閉塞具３を排水管Ｂ内の
漏洩試験区域の上端位置まで挿入垂下させ、その位置で
上側閉塞具３を膨張させて排水管Ｂの漏洩試験区域の上
端を閉塞させ、続いて、漏洩試験区域内の横分岐管Ｄの
全部の開口端を端末閉塞具４によって閉塞し、前記横分
岐管Ｄの開口端の１つから加圧空気を漏洩試験区域内に
充填して漏洩試験をする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多層階からなる建築物（Ａ）の最上階から最下階まで各階を貫通して縦方向に配設され
る共用の排水管（Ｂ）と、この排水管（Ｂ）に対して各階毎に集合管（Ｃ）を介して横方
向に分岐接続される横分岐管（Ｄ）とを有する排水管系統（Ｅ）に対して、先ず、漏洩試
験区域よりも上方の作業口（Ｇ）から引き込み治具（１）を排水管（Ｂ）内の漏洩試験区
域よりも下方の作業口（Ｉ）まで挿入垂下させて該下方の作業口（Ｉ）で収縮状態の下側
閉塞具（２）を前記引き込み治具（１）の垂下端（１Ａ）に連結し、次に、前記引き込み
治具（１）を上方の作業口（Ｇ）から引き上げて該下側閉塞具（２）を排水管（Ｂ）内の
漏洩試験区域の下端位置まで引き込み、続いて、下側閉塞具（２）内に下方の作業口（Ｉ
）から加圧空気を送り込んで膨張させて排水管（Ｂ）内の漏洩試験区域の下端を閉塞させ
、閉塞後、前記引き込み治具（１）を上方の作業口（Ｇ）から操作して該引き込み治具（
１）を下端閉塞具（２）から外し、続いて、前記引き込み治具（１）を上方の作業口（Ｇ
）から引き出しておき、この状態で、上方の作業口（Ｇ）から収縮状態の上側閉塞具（３
）を排水管（Ｂ）内の漏洩試験区域の上端位置まで挿入垂下させ、その位置で上側閉塞具
（３）内に上方の作業口（Ｇ）から加圧空気を送り込んで膨張させて排水管（Ｂ）内の漏
洩試験区域の上端を閉塞させ、続いて、漏洩試験区域内の横分岐管（Ｄ）の全部の開口端
を端末閉塞具（４）によって閉塞し、この状態で、前記横分岐管（Ｄ）の開口端の少なく
とも１つから加圧空気を漏洩試験区域内の横分岐管（Ｄ）内及び排水管（Ｂ）内に送り込
んで所定時間内での空気圧力の減少の有無により漏洩の有無を試験し、試験後、上側閉塞
具（３）内及び下側閉塞具（２）内の加圧空気を排除して収縮させて前記上方及び下方の
作業口（Ｇ、Ｉ）から排水管（Ｂ）外に取り出すことを特徴とする排水管の漏洩試験方法
。
【請求項２】
　前記引き込み治具（１）は、前記排水管（Ｂ）内に引き揃えて挿入可能とされた第１ワ
イヤー（１ａ）と、第２ワイヤー（１ｂ）とを備え、第１ワイヤー（１ａ）の垂下端（１
ａ’）には下側閉塞具（２）の上端に連結するための連結具（１ｃ）が取り付けられてお
り、この連結具（１ｃ）は、常時、連結状態を保持し、所定時、第２ワイヤー（１ｂ）を
第１ワイヤー（１ａ）に対して独立して牽引操作することにより直接又は連結解除具（１
ｄ）を介して下側閉塞具（２）への連結を解除操作可能とされていることを特徴とする請
求項１に記載の排水管の漏洩試験方法。
【請求項３】
　前記下側閉塞具（２）は、下端側に連結ホース（２ｂ）が連結されており、その膨張・
収縮操作時、下方の作業口（Ｉ）の外側から該連結ホース（２ｂ）を通して加圧空気の供
給・排出操作が可能とされており、また、前記上側閉塞具（３）は、上端側に連結ホース
（３ｂ）が連結されており、この連結ホース（３ｂ）を利用して上方の作業口（Ｇ）から
上側閉塞具（３）の排水管（Ｂ）内への挿入を行うと共に、その膨張・収縮操作時、上方
の作業口（Ｇ）の外側から該連結ホース（３ｂ）を通して加圧空気の供給・排出操作が可
能とされており、試験後の下側閉塞具（２）及び上側閉塞具（３）の取り出しをそれぞれ
上記連結ホース（２ｂ、３ｂ）を利用して行うことを特徴とする請求項１又は２に記載の
排水管の漏洩試験方法。
【請求項４】
　引き揃えて出し入れ可能とされた第１ワイヤー（１ａ）及び第２ワイヤー（１ｂ）を備
え、第１ワイヤー（１ａ）の先端には下側閉塞具（２）への連結具（１ｃ）が取り付けら
れており、この連結具（１ｃ）は、常時、連結状態を保持し、所定時、第２ワイヤー（１
ｂ）を第１ワイヤー（１ａ）に対して独立して牽引操作することにより直接又は連結解除
具（１ｄ）を介して下側閉塞具（２）への連結を解除操作可能とされていることを特徴と
する排水管の漏洩試験用引き込み治具。
【請求項５】
　前記第１ワイヤー（１ａ）及び第２ワイヤー（１ｂ）は、ワイヤー収納ケース（８）内
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に収納されており、このワイヤー収納ケース（８）は、両端が開口した開環状の筒体から
なり、この開環状の筒体内に、前記第１ワイヤー（１ａ）及び第２ワイヤー（１ｂ）が引
き揃え状態で前記一方の開口から挿入されて多重巻き状態で収納され、前記開口から前記
第１ワイヤー（１ａ）及び第２ワイヤー（１ｂ）が引き揃え状態で引き出し可能とされて
いることを特徴とする請求項４に記載の排水管の漏洩試験用引き込み治具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マンション等の集合住宅又は事務所ビルなどの多層階からなる建築物の施工
中に実施される排水管の漏洩試験方法及び該方法に用いる排水管の漏洩試験用引き込み治
具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、集合住宅などの多層階からなる建築物の排水システムは、最上階から最下階ま
で共用の排水管となる縦管が配設され、各階毎の戸別排水管となる横分岐管が集合管を介
して共用の排水管である縦管に接続されている。
　集合管は、各階の床スラブを貫通して各階毎に設置され、床スラブから下方に突出した
下端側を下階の縦管の上端に接続され、床スラブから上方に突出した上端側を上階の縦管
の下端に接続されている。そのため、縦管は、各階毎に分割された形態で縦方向に接続配
設されている。また、横分岐管は、集合管に複数戸数分が分岐接続されており、各横分岐
管は、各戸において、トイレ、台所、洗面所、風呂等の枝管に分岐されている。
【０００３】
　上記排水管の漏洩試験装置として、集合管の縦管受け口に嵌合されて、該受け口をその
シール機構との協働によって密閉する第１の閉塞具と、この第１の閉塞具を貫通して設置
された第１流路及び第２流路と、第１流路及び第２流路の各上端に設けられ、加圧流体供
給源に接続される第１継手管及び第２継手管と、前記第１流路の下端に接続された可撓管
と、該可撓管の先端に連結され、加圧流体の供給によって膨張して前記集合管に接続され
た下階の縦管内に挿入されて該縦管内を密閉する第２の閉塞具とを備えたものが従来公知
である（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２８１０８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載された従来の排水管の漏洩試験装置は、排水管の配管工事と並行
して各階毎に下から順番に実施する必要があった。
　しかしながら、排水管の配管工事と漏洩試験とを並行して実施できない場合があり、全
階或いは複数階分の配管工事が先行して実施され、排水管の漏洩試験を後で実施せざるを
得ない場合がある。
【０００６】
　このような場合、上記特許文献１の装置では、最上階の集合管又は排水管の上端に第１
の閉塞具を取り付けることができ、そして、第２の閉塞具は、可撓管の長さを長くするこ
とにより、任意の階の位置で排水管を密閉でき、最大で最下階の排水管の位置まで降ろし
て閉塞することができるが、これでは、複数階を一斉に試験することになり、漏洩がどの
階のどの場所で発生しているのかを特定するには、全階の集合管及び横分岐管を巡回して
発見しなければならず、この探索に大変な時間と労力が必要となる上、微少な漏洩は、見
過ごされがちとなり、信頼性が低下するという問題点があった。
【０００７】



(4) JP 2012-167993 A 2012.9.6

10

20

30

40

50

　換言すると、従来の上記装置では、全階或いは複数階分の排水管の配管工事終了後にお
いては、各階毎に排水管の漏洩試験を実施することができないという問題点があった。
　本発明は、従来装置の上記問題点に鑑みて提案されたもので、全階或いは複数階分の排
水管の配管工事終了後においても、各階毎に排水管の漏洩試験を実施することができ、漏
洩箇所の発見を各階毎に行えるようにして、労力を軽減し、迅速に実施できるようにし、
微少な漏洩でも確実に発見して信頼性を向上させ得るようにした排水管の漏洩試験方法と
この方法の実施に直接使用する排水管の漏洩試験用引き込み治具とを提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために本発明の方法は、多層階からなる建築物の最上階から最下階
まで各階を貫通して縦方向に配設される共用の排水管と、この排水管に対して各階毎に集
合管を介して横方向に分岐接続される横分岐管とを有する排水管系統に対して、先ず、漏
洩試験区域よりも上方の作業口から引き込み治具を排水管内の漏洩試験区域よりも下方の
作業口まで挿入垂下させて該下方の作業口で収縮状態の下側閉塞具を前記引き込み治具の
垂下端に連結し、次に、前記引き込み治具を上方の作業口から引き上げて該下側閉塞具を
排水管内の漏洩試験区域の下端位置まで引き込み、続いて、下側閉塞具内に下方の作業口
から加圧空気を送り込んで膨張させて排水管内の漏洩試験区域の下端を閉塞させ、閉塞後
、前記引き込み治具を上方の作業口から操作して該引き込み治具を下端閉塞具から外し、
続いて、前記引き込み治具を上方の作業口から引き出しておき、この状態で、上方の作業
口から収縮状態の上側閉塞具を排水管内の漏洩試験区域の上端位置まで挿入垂下させ、そ
の位置で上側閉塞具内に上方の作業口から加圧空気を送り込んで膨張させて排水管内の漏
洩試験区域の上端を閉塞させ、続いて、漏洩試験区域内の横分岐管の全部の開口端を端末
閉塞具によって閉塞し、この状態で、前記横分岐管の開口端の少なくとも１つから加圧空
気を漏洩試験区域内の横分岐管内及び排水管内に送り込んで所定時間内での空気圧力の減
少の有無により漏洩の有無を試験し、試験後、上側閉塞具内及び下側閉塞具内の加圧空気
を排除して収縮させて前記上方及び下方の作業口から排水管外に取り出すことを特徴とし
ている。
【０００９】
　前記引き込み治具は、前記排水管内に引き揃えて挿入可能とされた第１ワイヤーと、第
２ワイヤーとを備え、第１ワイヤーの垂下端には下側閉塞具の上端に連結するための連結
具が取り付けられており、この連結具は、常時、連結状態を保持し、所定時、第２ワイヤ
ーを第１ワイヤーに対して独立して牽引操作することにより直接又は連結解除具を介して
下側閉塞具との連結を解除操作可能とされていることを特徴としている。
【００１０】
　前記下側閉塞具は、下端側に連結ホースが連結されており、その膨張・収縮操作時、下
方の作業口の外側から該連結ホースを通して加圧空気の供給・排出操作が可能とされてお
り、また、前記上側閉塞具は、上端側に連結ホースが連結されており、この連結ホースを
利用して上方の作業口から上側閉塞具の排水管内への挿入を行うと共に、その膨張・収縮
操作時、上方の作業口の外側から該連結ホースを通して加圧空気の供給・排出操作が可能
とされており、試験後の下側閉塞具及び上側閉塞具の取り出しをそれぞれ上記連結ホース
を利用して行うことを特徴としている。
【００１１】
　また、本発明の治具は、引き揃えて出し入れ可能とされた第１ワイヤー及び第２ワイヤ
ーを備え、第１ワイヤーの先端には下側閉塞具への連結具が取り付けられており、この連
結具は、常時、連結状態を保持し、所定時、第２ワイヤーを第１ワイヤーに対して独立し
て牽引操作することにより直接又は連結解除具を介して下側閉塞具への連結を解除操作可
能とされていることを特徴としている。
【００１２】
　前記第１ワイヤー及び第２ワイヤーは、ワイヤー収納ケース内に収納されており、この
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ワイヤー収納ケースは、両端が開口した開環状の筒体からなり、この開環状の筒体内に、
前記第１ワイヤー及び第２ワイヤーが引き揃え状態で前記一方の開口から挿入されて多重
巻き状態で収納され、前記開口から前記第１ワイヤー及び第２ワイヤーが引き揃え状態で
引き出し可能とされていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、全階或いは複数階分の排水管の配管工事終了後においても、各階毎に
排水管の漏洩試験を実施することができ、漏洩箇所の発見を各階毎に行えるようにして、
労力を軽減し、迅速に実施できるようにし、微少な漏洩でも確実に発見して信頼性を向上
させ得るようにした排水管の漏洩試験方法とこの方法の実施に直接使用する排水管の漏洩
試験用引き込み治具とを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る排水管の漏洩試験方法の実施形態の全体の概略側面図である。
【図２】本発明の方法に使用する引き込み治具の概略側面図である。
【図３】引き込み治具の先端部の拡大側面図である。
【図４】本発明の方法に使用する下側閉塞具の拡大側面図である。
【図５】本発明の方法に使用する上側閉塞具の拡大側面図である。
【図６】本発明の方法に使用する端末閉塞具の拡大側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る排水管の漏洩試験方法の実施形態を図面を参照して説明する。
　本発明は、図１に示すように、多層階からなる建築物Ａの最上階から最下階まで各階を
貫通して縦方向に配設される共用の排水管Ｂ（例えば、内径１００ｍｍ、１５０ｍｍ、２
００ｍｍなどがある。）と、この排水管Ｂに対して各階毎に集合管Ｃを介して横方向に分
岐接続される横分岐管Ｄ（例えば、内径１００ｍｍ、１５０ｍｍ、２００ｍｍなどがあり
、排水管Ｂと揃えられている。）とを有し、全階或いは複数階分の排水管Ｂの配管工事終
了後の排水管系統Ｅに対して、各階毎に漏洩試験を実施する方法を提供するものである。
【００１６】
　集合管Ｃは、各階の床Ｆ１～Ｆｎを貫通して設置され、この集合管Ｃの上下に排水管Ｂ
が接続されている。
　横分岐管Ｄは、集合管Ｃに複数本が横方向に分岐接続されている。この横分岐管Ｄは、
各階の設置戸数に対応して分岐され、さらに、各戸において、トイレ、台所、洗面所、風
呂などの複数に分岐されている。
【００１７】
　排水管Ｂには、複数階（例えば、２～３階分）ごとに掃除口Ｇが形成されており、この
掃除口Ｇは、蓋Ｈにより閉鎖されている。
　最下階の集合管Ｃの下端には、汚水桝Ｉへの接続管Ｊが接続されており、この汚水桝Ｉ
は、汚水本管Ｋに接続されている。汚水桝Ｉの上部は蓋（図示省略）によって閉鎖されて
おり、点検時や掃除時などには蓋が開放除去される構成とされている。
【００１８】
　また、最上階の集合管Ｃの上部は、蓋（図示省略）によって閉鎖されており、点検時や
掃除時などには蓋が開放除去される構成とされている。
　上記排水管系統Ｅに対して、１階Ｆ１から漏洩試験を行う場合を図１により説明する。
　この場合の試験区域は、１階の上下に閉塞具を導入して閉鎖することになる。
　そこで、本発明は、先ず、漏洩試験区域よりも上方の作業口（この場合は、３階に設け
られた掃除口Ｇの蓋Ｈを除去してこの掃除口Ｇ）から引き込み治具１を排水管Ｂ内の漏洩
試験区域よりも下方の作業口（この場合は、汚水桝Ｉの蓋を除去してこの汚水桝Ｉの上部
開口部）まで挿入垂下させる。
【００１９】
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　引き込み治具１は、図２に示すように、排水管Ｂ内に引き揃えて挿入可能とされた第１
ワイヤー１ａと、第２ワイヤー１ｂとを備え、第１ワイヤー１ａの垂下端（先端）１ａ’
には下側閉塞具２の上端の係止具２ｃに連結するための連結具１ｃが取り付けられており
、この連結具１ｃは、常時、連結状態を保持し、所定時、第２ワイヤー１ｂを第１ワイヤ
ー１ａに対して独立して牽引操作することにより連結解除具１ｄを介して下側閉塞具２へ
の連結を解除操作可能とされている。
【００２０】
　第１ワイヤー１ａと第２ワイヤー１ｂは、要求機能の差及び誤操作防止のため、径差と
着色差とが付与されており、例えば、第１ワイヤー１ａは、１ｍｍ径の鋼線を３本撚りし
て約５ｍｍ径程度で黒色に着色され、第２ワイヤー１ｂは、１ｍｍ径の鋼線を２本撚りし
て約３ｍｍ径程度で赤色に着色されている。但し、径や着色は、これに制約されない。
　上記連結具１ｃは、図３に示すように、本体部１ｃ１と、この本体部１ｃ１の下端にヒ
ンジピン１ｃ２を介して一端上部を揺動可能に枢着されたＵ字状のフック部１ｃ３と、こ
のフック部１ｃ３の他端（自由端）上部を閉じて連結状態を保持するロックピン１ｃ４と
を有している。
【００２１】
　ロックピン１ｃ４は、先端側が大径で後端側が小径の段差ピン形状とされており、本体
部１ｃ１を横方向に貫通して進退摺動可能に設けられており、本体部１ｃ１の後端側の壁
面と大小径の段差部との間に介在させたバネ１ｃ５によって、常時、先端を外方に突出し
てフック部１ｃ３の自由端の上部の鍵穴１ｃ６に係止し、この状態を保持するように構成
されている。
【００２２】
　本体部１ｃ１の上部には、止め軸１ｃ７の回りで回動可能とされた連結環１ｃ８が取り
付けられており、この連結環１ｃ８と第１ワイヤー１ａの垂下端（先端）１ａ’に取り付
けた端末金具１ａ１とを連結ワイヤー１ａ２で連結している。
　ロックピン１ｃ４の後端には、引き金１ｅが取り付けられ、この引き金１ｅに連結解除
具１ｄが連結してある。
【００２３】
　連結解除具１ｄは、図３に示すように、下端がＵ字状のフック体１ｄ１と、このフック
体１ｄ１の上部にヒンジピン１ｄ２を介して揺動可能に枢着され、バネ１ｄ３によってフ
ック体１ｄ１の開口部を閉じるロック爪１ｄ４とを有する。
　フック体１ｄ１の上端には、止め軸１ｄ５の回りで回動自在とされた連結環１ｄ６が取
り付けられており、この連結環１ｄ６と第２ワイヤー１ｂの垂下端（先端）１ｂ’に取り
付けられた端末金具１ｂ１とを連結ワイヤー１ｂ２で連結している。
【００２４】
　なお、本発明において、連結具１ｃは、上記構成のものに限定されない。また、連結解
除具１ｄは省略して、第２ワイヤー１ｂの垂下端（先端）１ｂ’を連結具１ｃのロックピ
ン１ｃ４の後端の引き金１ｅに直接連結してもよく、その際、連結ワイヤー１ａ２を利用
するのが好ましい。
　さて、上記した引き込み治具１を図１の下方の作業口（汚水桝Ｉの上部開口部）まで挿
入垂下させ、この下方の作業口（汚水桝Ｉの上部開口部）で収縮状態の下側閉塞具２を前
記引き込み治具１の垂下端１Ａの連結具１ｃのフック部１ｃ３に係止具２ｃを係止させる
ことで連結する。
【００２５】
　そして、引き込み治具１を上方の作業口（掃除口Ｇ）から引き上げて下側閉塞具２を排
水管Ｂ内の漏洩試験区域の下端位置（１階の床Ｆ１より下側位置）まで引き込む。
　下側閉塞具２は、図４に示すように、径方向に膨張収縮可能なゴム円筒状の主体２ａの
下端側に耐圧性を備えた連結ホース２ｂが連結されており、上端側には係止具２ｃが取り
付けられている。下側閉塞具２の引き込み位置は、建築設計図などによって、汚水桝Ｉか
らの距離（長さ）を計測しておき、引き込み治具１の引き上げ長さ、又は、下側閉塞具２
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の連結ホース２ｂの引き込み長さを計測することで決定される。
【００２６】
　このようにして、下側閉塞具２を排水管Ｂ内の漏洩試験区域の下端位置（１階の床Ｆ１
より下側位置）まで引き込むと、該下側閉塞具２内に下方の作業口（汚水桝Ｉの上部開口
部）から空気ポンプ５により連結ホース２ｂを通じて加圧空気を送り込んで膨張させて排
水管Ｂ内の漏洩試験区域の下端を閉塞させる。この際、連結ホース２ｂの端末には、圧力
計６とストップバルブ７とが連結される。この圧力計６とストップバルブ７は、空気ポン
プ５から見て、ストップバルブ７が上流側で、圧力計６が下流側となるように配置される
。これにより、下側閉塞具２内に充填された空気圧を圧力計６で確認することができ、下
側閉塞具２自体及び連結ホース２ｂとの接続部などの破損や漏洩の有無も確認することが
できるようにしてある。
【００２７】
　下側閉塞具２による漏洩試験区域の下端の閉塞後、前記引き込み治具１を上方の作業口
（この場合、上方の掃除口Ｇ）から操作して該引き込み治具１を下端閉塞具２から外す。
　これには、第２ワイヤー１ｂを第１ワイヤー１ａに対して、独立して牽引操作する。こ
れにより、図３において、連結解除具１ｄが上方に引き上げられ、引き金１ｅを上方へ引
っ張る。これにより、連結具１ｃは、Ｕ字状のフック部１ｃ３が下側閉塞具２の上端の係
止具２ｃに係止されているため、連結ワイヤー１ａ２に対して連結環１ｃ８のところで連
結具１ｃ全体が横向き（ロックピン１ｃ４の後端側が斜め上に向く程度）となり、バネ１
ｃ５の力に抗してロックピン１ｃ４が後端側に引かれ、鍵穴１ｃ６から抜け出す。これに
より、連結具１ｃのＵ字状のフック部１ｃ３がヒンジピン１ｃ２を中心として自由に回動
できる状態となり、第１ワイヤー１ａを引き上げることにより、下側閉塞具２の係止具２
ｃから外れる。
【００２８】
　このようにして、引き込み治具１を上方の作業口（掃除口Ｇ）から引き出しておき、こ
の状態で、上方の作業口（掃除口Ｇ）から収縮状態の上側閉塞具３を排水管Ｂ内の漏洩試
験区域の上端位置（１階の床Ｆ１よりも上、集合管Ｃよりも上）まで挿入垂下させる。こ
れには、上側閉塞具３の上端に連結してある連結ホース３ｂを操作手段として上側閉塞具
３及び連結ホース３ｂの自重を利用して挿入垂下させる。
【００２９】
　上側閉塞具３は、図５に示すように、径方向に膨張収縮可能なゴム円筒状の主体３ａの
上端側に耐圧性を備えた連結ホース３ｂが連結されており、前記下側閉塞具２と同様な構
造とされている。
　上側閉塞具３の挿入位置は、建築設計図などによって、上方の作業口（掃除口Ｇ）から
の距離（長さ）を計測しておき、上側閉塞具３の連結ホース３ｂの挿入垂下長さを計測す
ることで決定される。
【００３０】
　このようにして、上側閉塞具３を排水管Ｂの漏洩試験区域の上端まで挿入すると、その
位置で上側閉塞具３内に上方の作業口（掃除口Ｇ）から空気ポンプ５により加圧空気を送
り込んで膨張させて排水管Ｂ内の漏洩試験区域の上端を閉塞させる。この際、連結ホース
３ｂの端末には、圧力計６とストップバルブ７とが連結される。この圧力計６とストップ
バルブ７は、空気ポンプ５から見て、ストップバルブ７が上流側で、圧力計６が下流側と
なるように配置される。これにより、上側閉塞具３内に充填された空気圧を圧力計６で確
認することができ、上側閉塞具３自体及び連結ホース３ｂとの接続部などの破損や漏洩の
有無も確認することができるようにしてある。
【００３１】
　続いて、漏洩試験区域内、即ち、１階の床Ｆ１の横分岐管Ｄの全部の開口端を端末閉塞
具４によって閉塞し、この状態で、前記横分岐管Ｄの開口端の少なくとも１つから空気ポ
ンプ５によって加圧空気を漏洩試験区域内、即ち、１階の床Ｆ１の横分岐管Ｄ内及び排水
管Ｂ内に送り込んで所定時間内での空気圧力の減少の有無により漏洩の有無を試験する。
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この際、端末閉塞具４は、横分岐管Ｄのすべての開口端（各戸のトイレ、台所、洗面所、
風呂などの接続口）に取り付けられ、該開口端を気密に閉塞するものである。そして、そ
の１つの（全部でもよい）端末閉塞具４は、図６にしめすように、樹脂製円板状の蓋４ａ
の周囲にボルト挿通孔４ｂが周方向等分に複数個形成され、該蓋４ａの中央部にパイプ４
ｃが貫通して取り付けられており、このパイプ４ｃには、圧力計６とストップバルブ７が
取り付けられている。この圧力計６とストップバルブ７は、空気ポンプ５から見て、スト
ップバルブ７が上流側で、圧力計６が下流側となるように配置される。これにより、排水
管Ｂの漏洩試験区域内、即ち、１階の床Ｆ１の集合管Ｃと排水管Ｂ及び各横分岐管Ｄのす
べての分岐端末部までの排水管系統Ｅ内に所定の空気圧（例えば、３５ｋＰａ）が充填さ
れる。
【００３２】
　この状態で、所定時間（例えば、１０分～３０分）保持して、その間の圧力計６の変化
を観察する。
　漏洩箇所があれば、圧力計６の数値が減少し、なければ、圧力計６の数値が変化しない
ことになり、これによって、漏洩の有無が判断される。漏洩がある場合、漏洩箇所として
想定される箇所は、排水管Ｂと集合管Ｃとの接続部、集合管Ｃと各横分岐管Ｄとの接続部
、各横分岐管Ｄのすべての分岐部等が挙げられる。漏洩箇所の発見は、例えば、石けん液
を漏洩箇所に塗布すると、石けん液の膜を破るように空気泡が出るため、目視確認ができ
る。その他、試験区域に充填する空気中に有色のガスまたは有臭のガスを混入してそれら
の噴出の有無により確認することも可能とされる。
【００３３】
　このような漏洩箇所が発見された場合、その箇所の配管工事をやり直し、再度、漏洩試
験をして漏洩箇所のないことを確認することにより、漏洩試験を終了する。
　試験後、上側閉塞具３内及び下側閉塞具２内の加圧空気をそれぞれストップバルブ７を
開放して排除し、収縮させて上方の作業口（掃除口Ｇ）と下方の作業口（汚水桝Ｉの上部
開口部）から排水管Ｂ外にそれぞれの連結ホース３ｂ、２ｂをたぐり寄せることにより取
り出す。
【００３４】
　次に、２階の床Ｆ２の横分岐管Ｄについて、上記の通り漏洩試験を実施する。３階以降
についても同様である。例えば、図１において、４階の床Ｆ４の排水管Ｂの漏洩試験を実
施する場合には、図１の掃除口Ｇから下側閉塞具２を引き込むようにする。また、最上階
の床Ｆｎの排水管Ｂの漏洩試験を実施する場合には、最上部の集合管Ｃの上部開口部に図
６に記載したものと同様な構造の端末閉塞具（図示省略）を用いて行うものである。
【００３５】
　本発明で使用する引き込み治具１は、図２に示すように、引き揃えて出し入れ可能とさ
れた第１ワイヤー１ａ及び第２ワイヤー１ｂを備え、第１ワイヤー１ａの先端には下側閉
塞具２への連結具１ｃが取り付けられており、この連結具１ｃは、常時、連結状態を保持
し、所定時、第２ワイヤー１ｂを第１ワイヤー１ａに対して独立して牽引操作することに
より直接又は連結解除具１ｄを介して下側閉塞具２への連結を解除操作可能とされている
。そして、この第１ワイヤー１ａ及び第２ワイヤー１ｂは、図２に示すように、ワイヤー
収納ケース８内に収納されており、このワイヤー収納ケース８は、両端が開口した開環状
の筒体からなり、この開環状の筒体内に、前記第１ワイヤー１ａ及び第２ワイヤー１ｂが
引き揃え状態で前記一方の開口から挿入されて多重巻き状態で収納され、また、該開口か
ら前記第１ワイヤー１ａ及び第２ワイヤー１ｂが引き揃え状態で引き出し可能とされてい
る。ワイヤー収納ケース８の両端の開口部８ａ、８ｂは、第１ワイヤー１ａ及び第２ワイ
ヤー１ｂの出し入れを容易にするために外側にラッパ状に拡開した形状とされている。こ
のワイヤー収納ケース８は、引き込み治具１の持ち運び及び保管を容易にするものである
。
【００３６】
　本発明の実施形態は以上であるが、本発明は、この実施形態にのみ制約されるものでは
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るならば、他の構造を採用しても良い。又、第１ワイヤー１ａと第２ワイヤー１ｂは、引
き揃えた状態で排水管Ｂ内へ出し入れ可能とするために、第１ワイヤー１ａにクランプの
基部を固着し、このクランプによって第２ワイヤー１ｂを長手方向に摺動可能にクランプ
させても良い。このクランプは、第１ワイヤー１ａの先端付近と長手方向の適当な間隔位
置に取り付ければよい。又、このクランプの代わりに、樹脂製のフレキシブルチューブ内
に摺動可能に収納しておいても良い。さらに、漏洩試験は、各階毎に実施する場合が基本
であるが、場合によっては、２～３階分を同時に実施してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明は、多層階の建築物の排水管の漏洩試験に適用できる他、戸建て住宅の排水管の
漏洩試験、エアコンのドレン排水管の漏洩試験、地下埋設の排水管の漏洩試験にも適用す
ることが可能である。
【符号の説明】
【００３８】
　Ａ　　多層階からなる建築物
　Ｂ　　排水管
　Ｃ　　集合管
　Ｄ　　横分岐管
　Ｅ　　排水管系統
　Ｆ１～Ｆｎ　　床
　Ｇ　　掃除口（作業口）
　Ｈ　　蓋
　Ｉ　　汚水桝（作業口）
　Ｊ　　接続管
　Ｋ　　汚水本管
　１　　引き込み治具
　１ａ　　第１ワイヤー
　１ｂ　　第２ワイヤー
　１ｃ　　連結具
　１ｄ　　連結解除具
　１Ａ　　垂下端
　２　　下側閉塞具
　２ｂ　　連結ホース
　２ｃ　　係止具
　３　　上側閉塞具
　３ｂ　　連結ホース
　４　　端末閉塞具
　５　　空気ポンプ
　６　　圧力計
　７　　ストップバルブ
　８　　ワイヤー収納ケース
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